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青
森
県
海
岸
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月

日

青
森
県
知
事

宮

下

宗

一

郎



2

青
森
県
規
則
第

号

青
森
県
海
岸
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
海
岸
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
当
該
許
可
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
申
請
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
当
該
許
可
」
に
、
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
事
務
所
の
長
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一

国
、
県
、
土
地
改
良
区
そ
の
他
の
者
が
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
と
し
て
管
理
し
て
い
る
施
設
で
海
岸
保
全
施

設
に
該
当
す
る
も
の
の
存
す
る
地
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ

て
い
る
土
地
改
良
事
業
計
画
に
基
づ
き
海
岸
保
全
施
設
に
該
当
す
る
も
の
を
設
置
し
よ
う
と
す

る
地
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
及
び
こ
れ
ら
の
海
岸
保
全
区
域
に
接
す
る
一
般
公
共
海
岸
区
域

の
う
ち
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
し
て
定
め
た
区
域
並
び
に
県
の
管

理
す
る
漁
港
区
域
内
の
海
岸
保
全
区
域
、
当
該
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
し
て
定
め
た
区
域
及
び
当
該
漁
港
区
域
に
接
す
る
一
般

公
共
海
岸
区
域
の
う
ち
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
し
て
定
め
た
区
域

に
係
る
許
可
の
申
請
等

農
林
水
産
事
務
所

二

前
号
に
掲
げ
る
許
可
の
申
請
等
以
外
の
許
可
の
申
請
等

県
土
整
備
事
務
所

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


